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令和８年度 会計年度任用職員欠員代替等登録要項（ＳＮＳ等教育相談支援員） 

項  目 内   容 

職  名 ＳＮＳ等教育相談支援員 
任用根拠 地方公務員法第２２条の２第１項第１号 

任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの範囲内で欠員等が生じた期間 

※ 任用期間は欠員等の状況により異なります。 

※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結

果が良好である場合は、４回を上限として公募によらず再度任用される可能性が

あります。 

なお、期間を定めた任用であり、令和９年４月１日以降の任用を保障するもの

ではありません。 

※ 欠員等の期間を限度とする代替等の任用のため、欠員等の理由となった対象職

員が予定より早く復帰等する場合は、その時点で任用期間満了となります。 

※ 欠員等の期間が延長される場合は、同一会計年度内に限りあらかじめ定めた任

用期間を更新する可能性があります。 

勤務職場 東京都教育相談センター  東京都新宿区北新宿４－６－１ 

職務内容 

(1) ＳＮＳ等教育相談に関すること（相談業務受託業者との連絡調整、相談内容の

確認、統計処理業務、契約関係業務等）。 

(2) 電話相談に関すること。 

(3) 来所相談に関すること。 

(4) 学校等支援（教職員等からの児童・生徒理解に関する相談、要請による研修等

の実施、児童・生徒及び教職員の心のケア等）に関すること。 

(5) その他、教育相談等に関し上司から指示を受けた業務 

応募資格 

次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たし、かつ(4)から(7)までの全ての要

件を満たす者 

(1) 令和８年３月末日において、大学又は大学院で心理学の研究及び教鞭を執って

いる者で、週３日以上かつ５年以上の心理臨床経験を有する者 

(2) 令和８年３月末日において、医師免許を有する者で、週３日以上かつ５年以上

の児童及び思春期精神医学の臨床経験を有する者 

(3) 公認心理師又は臨床心理士の資格を有し、令和８年３月末日において、教育相

談機関等で週３日以上かつ５年以上の心理臨床経験を有する者 

(4) 若年層によるコミュニケーション事情やＳＮＳ等に関する一定程度の知識を

有し、ＳＮＳ等の特性等を踏まえた教育相談の充実等に積極的に取り組む意欲を

有する者 

(5) 事務処理（Ｗord、Ｅxcel 等のパソコン操作を含む。）について、一定程度の能

力を有する者 

(6) 職務上知り得た個人情報等の秘密を守れる者 

(7) 心身共に健康で、意欲を持って職務を遂行できる者 

※ 上記(1)から(3)までの資格・経験のほかに、社会福祉士、精神保健福祉士又

は言語聴覚士のいずれかの資格を有していることが望ましいです。 

勤務日数 月１６日 

勤務時間 

１日７時間４５分（休憩時間１時間あり）とし、平日の勤務とします。 

勤務時間は次の①又は②とします。 

①平日(Ａ)８:３０～１７:１５   ②平日(Ｂ)９:００～１７:４５ 

都において２つ以上の会計年度任用職員の職に任用される場合、勤務時間は任期

を通じて１週間当たり３１時間以内とします。 

原則、超過勤務はないが、業務の必要上真にやむを得ない場合に限り、超過勤務

を命ずる場合があります。 
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休暇等 

（有給） 年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、 

母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、出産支援休暇、育児参加休暇、 

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇 

（無給） 病気休暇、妊娠症状対応休暇、育児時間、子どもの看護等休暇、 

健康管理休暇、短期の介護休暇、介護休暇、介護時間、子育て部分休暇、 

育児休業、部分休業 

※ 一定の要件を満たす場合、上記休暇等を付与 

※ 病気休暇は勤務日数に応じた上限の範囲内で有給の取扱いとなりますが、上限

到達後の取得は無給の取扱いとなります。 

報酬 

月額 ３５３，９００円（通勤手当相当額を別途支給） 

※ 原則として月の１日から末日までの期間分を当月の１５日に口座振込により

支給します。 

※ 一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給します。 

※ 年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合があります。 

福利厚生等 

福利厚生：一般財団法人東京都人材支援事業団に加入します。 

社会保険：地方公務員等共済組合法、介護保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法

の定めるところにより、共済組合、介護保険、厚生年金保険及び雇用保

険に加入します。 

健康診断：常勤職員に準じて実施します。   公務災害：対象となります。 

応募方法／

募集期限／

選考方法等 

・ 現在募集を行っている東京都教育相談センター会計年度任用職員（ＳＮＳ等教

育相談支援員）（令和８年４月１日付採用）の採用選考（以下「令和８年度選考」

といいます。）への申込者のうち、欠員代替等登録を希望する者を対象とします。 

・ 登録を希望しない場合は、令和８年度選考申込書の「特記事項・自由意見」欄

「欠員代替等登録を希望しない」にチェックを入れてください。 

・ 登録希望の有無は、令和８年度選考の合否に影響しません。 

・ 欠員代替等登録に際して、選考を実施します（令和８年度選考の中で登録の選

考を併せて行います。）。 

・ 登録の選考の結果、東京都教育相談センターが適任と判断した者を登録者名簿

に登録します。登録の可否は、令和８年度選考の結果と併せて通知します。 

・ なお、令和８年度選考に合格した者については、令和８年４月１日付けで採用

されるため、名簿には登録しません。また、令和８年度選考の第一次選考不合格

の場合には、登録の選考も不合格となります。 

注意事項 

・ 本募集は、令和８年度にＳＮＳ等教育相談支援員に欠員等が生じた場合に、そ

の代替職員として採用する候補者を選考により募集するものです。 

・ 実際の採用は不定期であり、登録されてもすぐに採用されるわけではありませ

ん。また、必ず採用されるとは限りません。 

・ 採用時は東京都教育相談センターから登録者へ個別に連絡します。 

・ 登録期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までであり、次年度も

登録を希望する場合には、改めて選考に応募する必要があります。 

応募・問合

せ先 

〒１６９－００７４ 

東京都新宿区北新宿４－６－１ 東京都子供家庭総合センター４階        

東京都教育相談センター 管理担当：水島 

電話：03-3360-4172 

注）上記については、制度改正等に伴い変更となる場合があります。 


